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Ⅰ はじめに――本稿の目的

１ 権利とは何か。この漠然とした問いに

理論的に答えようとするならば，より具体的

なレベルで問題を立て直す必要がある。まず，

道徳的権利と法的権利を区別することが重要

であるが，いずれの種類の権利であっても，

権利に関する論点はおおよそ共通している。

（１）いかなる種類の主張（claim）を真正
な権利として承認すべきか。

（２）誰に権利を割り当てるべきか。

（３）権利を獲得・譲渡・変更・消滅させる

ためには何をなすべきか。

（４）権利間の衝突をいかに調整すべきか。

（５）権利とその他の価値や利益との衝突を

どのような方法で解決すべきか。

（６）そもそも権利とはいかなる規範的要請

か。

（７）権利を正当化する根拠は何か。

（８）権利は，道徳理論においていかなる位

置を占めているか。

シェーリー・ケイガン（Shelly Kagan）
の区別を借りれば１，（１）から（５）の問題

は「権利の規範理論」，（６）から（８）の問

題は「権利の基礎理論」ということができる。

権利の基礎理論のなかでも，より問題のレベ

ルの高い（８）の問題は，道徳的権利に固有

の論点であり，「権利のメタ理論」と呼ぶこ

とができる。本稿の目的は，道徳理論におけ

る権利の観念の位置づけに関する権利のメタ

理論に焦点を当てて，近時の権利論の動向を

概観することにある。

２ 道徳理論の目的，すなわち道徳を理論

化する目的には，理論的なものと実践的なも

のがある２。一方で，理論的な目的は，行為

の善し悪しに説明を与えることであり，道徳

原理の理論的な役割は，ある行為が善とされ

る，その道徳的な地位を特徴づけるものが何

かを明らかにすることにある。他方で，実践

的な目的は，人々の行為や判断を指導するこ

とであり，道徳原理の実践的な役割は，いか

なる行為をなすべきか，あるいはなすべきで

はないかを決定する際に，人々が参照すべき

基準として働くことにある。

道徳理論において，ある行為を善きものと

する特徴の説明として，行為の２つの側面の

両方またはいずれかが強調されてきた。第１
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の側面は行為する主体の意図であり，第２の

側面は行為の予想される帰結である。一般に，

行為の意図に焦点を当てる理論は，義務論と

呼ばれ，カントの道徳理論がその典型である。

行為の帰結を行為の善悪の基準とする理論は，

帰結主義と呼ばれ，功利主義がその代表的な

理論である。

義務論においても，帰結主義においても，

行為を善とする特徴と権利の観念とのあいだ

には，必然的な関係はないように見える。他

人の権利を尊重する行為の道徳的な是非は，

義務論においては，その行為がどのような意

図によって動機づけられたかによって決まる

し，帰結主義においては，その行為から生ず

ると予測される帰結に左右される。いずれの

道徳理論にあっても，権利の尊重それ自体が，

行為の善さを決するわけではない。

３ 一般に，道徳は，広義の道徳と狭義の

道徳に区別される３。一方で，広義の道徳は，

行為の一般的な理論として，行為の選択を指

導し決定する原理である。他方で，狭義の道

徳は，行為の制約として働き，行為者ではな

く他人の利益を保護することを目的とする原

理である。

権利は，その性質上，行為するものが他者

に負うべき義務にかかわる。権利は，複数の

人間がいて，その間に相互のかかわり合いが

あり，ある人の行為が別な人の利益や自由に

影響を与えることを前提とした観念である。

その意味で，権利の観念は，人々にとって価

値あるものをどのように分配し，その分配状

況にどのような影響を与えることが許される

かにかかわる。

このような性質から，権利は，他人の利益

や自由を保護するために課される行為の制約

をともなうものであり，狭義の道徳に属する

観念である。しかし，このことは，権利が狭

義の道徳において基底的な位置を占めている

ことを示すものではない４。なぜなら，権利

の意義は，純粋に手段的であるかもしれない

からである。つまり，他人の権利を尊重する

行為は，彼の道徳的な地位を尊重する最善の

手段であったり，権利の尊重とは独立した価

値ある行為の結果を確保するための手段であっ

たりするかもしれない。

以上見たように，日常の道徳的なディスコー

スにおいて権利のレトリックが頻繁に用いれ

るのに対して，道徳理論における権利の位置

づけは決して自明ではない。本稿では，権利

の観念は道徳理論において固有の地位をもつ

のか，固有の地位をもつとすれば，それは道

徳理論のどこに位置づけられるべきものかと

いう問題を検討する。

Ⅱ 権利基底的道徳

１ 道徳理論は，価値，善，福利，利益，

義務，権利，徳といったさまざまな道徳的価

値の規範的意味を明らかにし，それぞれの価

値を相互に関係づける整合的な道徳システム

を構想しようとするものである。権利論もま

た道徳理論の一部であるかぎり，権利という

観念が道徳システム全体との関連でどのよう

に位置づけられるかについて，理論的な関心

をもたざるをえない。また実践的にも，権利

論が，規範理論のレベルで，権利とその他の

道徳的価値との対立の解決を自らの課題とし

て引き受けるかぎり，権利のメタ理論にかか

わらざるをえない。権利の衝突可能性を認め

るかどうかはともかく５，権利に相関する義

務と別な道徳的な義務とが衝突し，後者の義

務を果たすために，権利の侵害が正当化され

る場合もある。その意味で，権利に相関する

義務も「一応の」義務である６。このような

義務の衝突をどのように解決するかは，道徳

理論における権利の優先性をどう考えるかに

かかっている。

本稿では最初に，権利論のメタ理論的な位

置づけの問題に光を当てる端緒となった，権

利基底的道徳の可能性をめぐるジョン・マッ
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キ ー（John Mackie）と ジ ョ ゼ フ・ラ ズ
（Joseph Raz）との論争を見ることにする。
周知のように，ジョン・ロールズ（John
Rawls）は，『正義論』７において正義原理への
同意が与えられる場として「原初状態」を想

定した。ロールズの議論を批判的に分析する

論文において，ロナルド・ドゥオーキン

（Ronald Dworkin）は，この原初状態の観
念が一定の「深層理論」に依拠していること

を明らかにしようと試みた。その際，政治理

論についての「仮の」分類として導入したの

が，「目的基底的理論」，「義務基底的理論」，

「目的基底的理論」の区別であった８。その

後，この区別が道徳理論一般に適用できるか

否かをめぐって，マッキーとラズのあいだで

権利のメタ理論的な論争が起こった。

２ マッキーは，ドゥオーキンにより政治

理論の分類として示された区別を道徳理論一

般に当てはめようと試みた。マッキーの議論

は，政治理論と同様に，道徳理論においても

権利基底的理論を構想することが可能であり，

また，権利基底的理論は，義務基底的理論や

目的基底的理論に比べて道徳理論として魅力

的であると論ずるものであった９。

マッキーの主張は，次の４点に要約するこ

とができる。第１に，ある道徳理論が権利基

底的であるということは，形式的に，権利の

言明がより根源的であり，その理論における

他の言明が権利の言明から導出されることを

意味するだけでなく，「その目的において，

道徳理論全体の核心を捉えるものとして〔権

利の〕基本的言明が理解される」ことを意味

する。第２に，道徳理論全体の核心は次の３

つからなる。①人間の目的や善は「行為の範

疇」に属していること。②しかし，善き人生

の目的は，けっして客観的に一つに定まるも

のではなく，各人において多様であること。

③また，追求されるべき目的は，日々の絶え

ざる決定に服すること。そして，これらの道

徳の中核的な要素を最も適切に考慮しうる道

徳理論が，権利基底的な道徳理論である１０。

第３に，この理論における最も根源的な権利

は，「どのように生きるべきかについて漸進

的に決定する個人の権利」である１１。第４に，

この根源的権利は，広く自由一般を包含する

「一応の権利」であり，個別の自由は，個人

の「中核的利益」との距離によって重要性に

違いが生ずる。そして，「最終的な権利」は，

それぞれの権利の重要性に応じた妥協と調整

を経たうえで確定される１２。

３ ラズは，マッキーにより構想された権

利基底的な道徳理論を「貧弱である」と批判

するとともに，道徳は権利基底的ではないと

主張する１３。ここでは，マッキーの議論に即

してラズの批判を整理する。

まず，ラズによれば，「ｘには権利がある」

ということは，「ｘの福祉（彼の利益）が，

他の人々を義務づける十分な理由となる」と

いうことを意味する１４。ラズは，マッキーが

主張する根源的権利を「自律」に対する権利

と理解する。自律の理念は，十分な数の受け

入れることのできる人生の選択肢が人々に用

意されていることを要請する１５。そして，生

き方の選択肢は，一定の社会条件により形作

られるものであり，その条件は，個人による

自発的なコントロールの及ばない「集合財」

であり，それ自体固有の価値をもつ１６。権利

基底的理論は，自律に対する権利から集合財

である社会条件の確保を求める権利を導こう

とするだろう。確かに，社会が人々に十分な

人生の選択肢を用意することは，個人にとっ

て利益といえる。しかし，人生の多様な選択

肢をもつ利益は，その実現と維持を他人に義

務づけることができるほど重要な利益とはい

えないと，ラズは批判する１７。

４ 近時の権利論の展開と関連づけて，マッ

キーとラズの論争を振り返るならば，次の２

点が重要である。第１は，この論争の背後に

は権利の性格づけをめぐる対立があるという

ことである。一方で，倫理学者のマッキーは，

権利と道徳理論
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目的基底的理論の典型である功利主義が社会

全体の善の最大化のために個人の利益を犠牲

にすることを厳しく批判し１８，その理論的な

オールタナティブとして権利基底的理論を提

起しようとした１９。したがって，マッキーに

とって重要なことは，道徳的権利の規範的意

義として，社会全体の善の最大化を制約する

「切り札」的な性格を強調することであった２０。

他方で，法哲学者のラズは，権利概念を法学

的に把握し，概念上，義務を権利の必要不可

欠な構成要素と考える。このように，権利を

特徴づけるに当たって，権利の「切り札」性

を重視するマッキーと，権利と義務の相関性

を強調するラズとのあいだには，問題関心と

議論の出発点においてズレがあり，彼らの議

論はかみ合っていなかった。

第２は，道徳的価値の一元論と多元論との

対立である。マッキーが批判する功利主義は，

善のみを固有の道徳的価値の尺度とし，他の

すべての価値を派生的もしくは手段的価値と

して位置づける一元的な価値論をとる２１。皮

肉なことに，マッキーが主張する権利基底的

理論もまた，権利のみに固有的価値を認める

一元論のように見える。しかし，ラズは，た

とえば，社会それ自体や芸術といった個人の

利益には還元できない集合財の存在を指摘す

ることにより，道徳的価値の多元性を示唆す

る。

「理に適った多元主義」を正義論の前提と

するロールズの「政治的リベラリズム」２２の登

場以降，権利論は，多かれ少なかれ，このよ

うな道徳的価値の一元論と多元論との対立を

意識せざるをえない。権利のメタ理論に焦点

を当てる本稿においても，一元論と多元論と

の対立が議論の背景にある。結論を先取りし

ていえば，近時の権利論は，道徳理論におけ

る権利の基底性を主張するマッキーの議論に

は懐疑的である。その論拠はさまざまである

が，権利を多様な道徳的価値の一つとして位

置づけようとする議論が支配的であるといっ

てよいだろう。

Ⅲ 権利の領域

１ ジュディス・ジャービス・トムソン

（Judith Jarvis Thomson）は，権利と道徳
の関係について比喩的に次のように述べる２３。

もっと一般的にいえば，権利の概念は，

多くの道徳的な概念の一つにすぎないし，

権利をもつということがどういうことな

のかを理解するためには，権利の概念が

他の概念とどのように関連しているかを

理解しなければならない。とりわけ，権

利の概念は，人が何をなすべきかという

概念とどのように関連するのかを理解し

なければならない。というのも，ある人

の権利は，彼あるいは彼女または他の人々

がなすべきこと，なすべきではないこと

と関係しており，まさにこの点に，権利

の重要性と権利をもつことの価値を見出

すことができるからである。私たちは，

道徳を一つの大陸として，そして権利を

その大陸に属する領土あるいは領域とし

て考えるだろう。権利の領域に何がある

かを理解するためには，それが大陸のど

こに位置するかを理解しなければならな

い。

２ 狭義の道徳は，前述のように〔Ⅰ〕，

他人に対する行為の制約にかかわり，《太郎

は，次郎に対して行為ａをなすべき（なすべ

きではない）》といった言明で表される（道

徳の言明）。また，権利は，他人に向けられ

る義務と相関し，権利にかかわる言明は，

《次郎は，太郎に対して行為ａをなすよう

（なさざるよう）請求する権利を有する》と

いう表現をとる（権利の言明）。問題は，道

徳の言明と権利の言明との間にどのような関

係が成り立つかということである。
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第１に，道徳の言明は，一般に，権利の言

明が成り立つための必要条件であるとみなさ

れる。日常的には，約束は，権利を創設する

と考えられる。太郎が次郎に時計を譲るとい

う約束をしたならば，

（１）次郎は，太郎に対して時計を渡すよう

請求する権利を有する。

また，次郎が，太郎に対して時計を請求する

権利をもつならば，

（２）太郎は，次郎に対して時計を渡すべき

である。

したがって，

（３）次郎が，太郎に対して時計を渡すよう

請求する権利を有するならば，太郎は，

次郎に時計を渡すべきである。

（３）が正しい命題であるとすれば，道徳

の言明である（２）は，権利の言明である

（１）を成り立たせるための必要条件である

といえる。このように，《太郎は，次郎に対

して行為ａをなすべき》ということが，《次

郎は，太郎に対して行為ａをなすよう請求す

る権利を持つ》ということの必要条件である

といえるならば，権利は，常に道徳的要請を

ともなう。トムソンによれば，道徳の言明が

常に権利の言明の必要条件であるならば，権

利は「絶対的」である２４。

第２に，逆に，権利の言明が道徳の言明の

必要条件であると考えられないだろうか。つ

まり，

（４）太郎が次郎に時計を渡すべきならば，

次郎は，太郎に対して時計を渡すよう

請求する権利を有する。

（４）の命題が真であるとすれば，権利の

言明である（１）は，道徳の言明（２）が成

り立つための必要条件であるといえる。（４）

の命題は，同時に，道徳の言明である（２）

が権利の言明である（１）の十分条件である

ことを意味している。そして，（３）と（４）

の命題のいずれもが正しいとすれば，道徳と

権利の関係は単純化できる。《太郎は，次郎

に対して行為ａをなすべき》ということは，

《次郎は，太郎に対して行為ａをなすよう請

求する権利を持つ》ということの必要十分条

件であるといえる。そして，道徳の言明と権

利の言明は一致し，道徳理論と権利論とは完

全に重なることになる。トムソンは，（４）

の命題が権利論を「大いに単純化する」がゆ

えに，これを否定するには「十分な理由」が

なければならないとする２５。

３ では，（３）の命題は，正しいだろう

か。太郎が三郎とも時計を譲る約束をしてい

たとする。約束が権利を創設するとすれば，

（５）三郎は，太郎に対して時計を請求する

権利を有する。

したがって，

（６）太郎は，三郎に時計を渡すべきである。

しかし，太郎の手元には，他人に渡すこと

のできる時計が１つしかないとする。このよ

うな状況にあっても，（３）の命題が正しく，

権利が絶対であるとすれば，（２）も（５）

もいずれも真であることになる。なぜなら，

道徳の言明は，権利の言明を成り立たせる必

要条件であると考えられているからである。

しかし，トムソンによれば，これは「奇妙

な」結論である２６。太郎は，最終的には，約

束の先後や時計に対するニーズの緊急性といっ

た道徳的にレレバントな事実を考慮したうえ

で，次郎と三郎のいずれに時計を渡すべきか
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を決めるはずである。そのとき，（２）か

（６）のいずれかが偽とならざるをえない。

また，このような「道徳的ディレンマ」の相

談を太郎から受けた者が，太郎に対して，

「次郎にも三郎にも時計を渡すべきである」

との助言を与えるとは考えにくい。

たしかに，太郎は，結果として三郎に時計

を渡すことができなかったとすれば，そのこ

とを残念に思い，何か別なかたちで穴埋めし

ようとするだろう。これは，道徳的に正しい

ことを行ったにもかかわらず，消えずに残る

後悔や償いといった道徳的な「残余」をいか

に説明するかという問題である２７。１つの説

明は，《太郎は，三郎に時計を渡すべきであっ

た》という道徳的要請から説明する方法であ

る。この説明は，権利の絶対性を裏づける根

拠となるだろう。しかし，トムソンは，太郎

が三郎との約束を果たせなかったという事実

によって説明すれば足りるとする２８。この説

明は，権利が絶対であることを否定するもの

であり，この説明のほうが説得的であるとす

れば，（３）の命題が真であることを前提に

しなくてもよいことになる。

また，権利が絶対的であることを維持しよ

うとすれば，結果的に《すべき》と判断され

ることが，権利が成立するための条件とされ

るという議論に行き着く。しかし，このよう

な議論は，本末転倒である２９。また，２つの

約束が同時に果たせないことが分かった時点

で，事前に再交渉を試みるか，それが時間的

に難しければ，事後に契約の不履行から生じ

た損害を合理的な範囲で賠償することが求め

られるだろう。しかし，この議論では，果た

せなかった約束については，権利そのものが

成立していないことになるから，このような

事前の再交渉や事後の賠償についての道徳的

な要請が説明できなくなる３０。その点でも，

権利の絶対性は維持できないのである。

４ では，（４）の命題は正しいだろうか。

次郎は，試験の直前に，自分の時計が壊れて

止まっていることに気がついたとする。太郎

は，腕にはめた時計のほかに，鞄にもう１つ

予備の時計をもっていたとする。いまのとこ

ろ，太郎の腕時計のほうは正常に動いている。

多くの人は，太郎は，友だちの次郎に時計を

貸すべきだと考えるだろう。しかし，そのこ

とから，次郎には，太郎に時計を借りる権利

があるとはいえないだろう。太郎は友だちに

親切にすべきではあるが，そのことから次郎

の権利を導くことはできない。トムソンは，

このような事例は枚挙にいとまがないとする３１。

とすれば，道徳の言明は，権利の言明にとっ

て十分条件ではなく，（４）の命題もまた否

定される。

以上のような議論の筋道から，トムソンは，

「権利の領域はまぎれもなく行為の道徳に属

するが，しかし，完全に一致するわけではな

い」と結論づけるのである３２。

Ⅳ 道徳的理由のシステム

１ カール・ウェルマン（Carl Wellman）
もまたトムソンの権利に関する見方を支持す

る３３。

権利論は，法理論あるいは道徳理論の一

部分にすぎない。同時に，権利論が十分

に発展されるならば，それはその重要な

部分を形作ることになる。というのも，

権利の実践的な重要性は，きわめて多様

かつ重要な点で人間の福利と関係してい

るからである。しかしながら，私たちは，

実在の（real）権利が実在の義務を含意
する，その仕方を位置づけてきたが，広

大な地図にない〔道徳の〕領域が手つか

ずのまま残されている。

ウェルマンの議論の特徴は，「道徳」

（moral）３４を積極的に定義しようと試みる点
にある。ウェルマンによれば，道徳を積極的
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に定義することには，３つの意義がある３５。

第１に，道徳と非�道徳との区別は日常言語
に深く根づいており，このことは，この区別

が何か重要なことがらと関連していることを

示唆している。第２に，道徳と広義の「倫理」

が区別されなければ，法と道徳とのあいだの

必然的関係，法を遵守する道徳的な義務，あ

るいは道徳の強制といった重要な哲学的な問

題を正しく立てることができない。第３に，

道徳的理由とそれ以外の「実際的な」（pruden-
tial）理由とを区別しなければ，道徳的理由
のみが道徳的権利の基礎たりえること，また，

実際的な理由からは権利を基礎づけることが

できないことを十分に説明できない。ウェル

マンとは対照的に，道徳的権利の基礎づけに

ついて，行為主体が実際的な理由から自由や

福祉に対する権利の保障を求めるという前提

から，合理的な推論によって，すべての行為

主体に道徳的権利を保障すべきことを導くの

が，アラン・ゲウァース（Alan Gewirth）
の権利論である３６。

２ ウェルマンによれば，道徳的権利とは，

「道徳的地位」（moral position）のシステ
ムとして理解される３７。そして，道徳的権利

が「道徳的」とされるのは，それが，法や慣

習ではなく，道徳的理由から基礎づけられる

からである。したがって，道徳的理由と何か

を明らかにすることが，権利論にとって重要

な作業となる。そこで，ウェルマンは，道徳

と道徳的理由について立ち入った検討を行う。

ウェルマンの議論は，以下のように要約でき

る。

（１）道徳とは，道徳的理由の全体を意味す

る３８。

（２）道徳的理由は，一応の合理性が推定さ

れる社会道徳を正当化するための適切

な理由でなければならない３９。

（３）道徳的理由は，行為する側からみれば，

ある行為を行う理由となり，その行為

に反応する側からみれば，特定の仕方

で反応する理由となる。すなわち，道

徳的理由は「双面的理由」（dual�aspect
reasons）であり，道徳的義務がもつ
拘束力は，道徳的理由に根拠づけられ

た他者の消極的な反応（広い意味での

サンクション）に由来する４０。

（４）道徳的理由は，社会において他人とか

かわり合いをもつ行為の理由であり，

ともに社会に生きる他者の行為に対し

て好意的もしくは敵対的に応接する理

由となる。また，社会生活を営むにあ

たって重要な人々の行為や性格上の特

質を明らかにする理由でもある。その

意味で，道徳的理由は社会的な性格を

もつ４１。

（５）道徳的理由は，「実践的理由」（practical
reasons）の下位に位置づけられる自
律的なシステムであり，道徳的理由の

システムは，それ以外の実践的理由か

ら相対的に独立している。したがって，

道徳的な問題において，非�道徳的理
由はイレレバントな理由とされ，道徳

的理由と非�道徳的理由とが，同じ基
準によって衡量されることはない４２。

３ 以上のような道徳的理由の理解と道徳

的地位のシステムである権利とは，どのよう

な関係にあるのか。この点が権利のメタ理論

にとって重要である。まず，ウェルマンの権

利論は，トムソンと同様，ウェズレイ・ホー

フェルド（Wesley Hohfeld）による法的権
利の分析４３を理論の基礎に据える。この点は，

ウェルマンにより定式化された権利の一般的

コンセプションに端的に表れている４４。

権利とは，ホーフェルド的な地位からな

るシステムである。このシステムは，そ

れが尊重されるならば，一定の範囲で生

ずることになるであろう潜在的な対立状
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況において，一方当事者に他方当事者に

対する支配権〔選択の自由とコントロー

ル〕を与えることになる。

権利の分析において，トムソンは，請求も

特権も自由も権力も免除もそれぞれ一個の独

立した権利たりうると考えつつも，現実の権

利の多くが「権利の束」（cluster�rights）で
あることを指摘した４５。これに対して，ウェ

ルマンは，ホーフェルド的な地位をそれ自体

「権利」とは呼ばず，「地位」あるいは「要

素」（element）と呼び，権利をこれらの要
素から構成される複合的なシステムであると

理解する。そして，権利の内的構造は，権利

の様相を決定する「中核的地位」（core posi-
tion）と，中核的地位により一つの権利に統
合される「連合的要素」（associated element）
に区別し把握される４６。

権利のメタ理論にとって重要なのは，この

ような権利の理解が，権利の正当化にどのよ

うな意味を有するかである。一言でいえば，

権利の正当化の多元性である。これまでも，

権利の正当化の多元性は主張されてきたが ，

この場合の多元性は，権利を正当化する道徳

的価値の多元性にとどまっていた４７。ウェル

マンは，さらに，権利を構成するホーフェル

ド的な要素がそれぞれ独立した異なる道徳的

理由により正当化される可能性を指摘する。

ウェルマンは，中核的地位を正当化する道徳

的理由が，同時に連合的要素をも正当化する

「包括的根拠づけ」（inclusive grounding）
と区別して，連合的要素がさらに「付加的な

道徳的理由」により基礎づけられる場合を

「断片的根拠づけ」（piecemeal grounding）
と呼んだ４８。

４ ホーフェルドによる権利概念の分析が

道徳理論において果たす役割について４９，ト

ムソンやウェルマンのようにこれを積極的に

評価する論者は多い５０。その中にあって，ホー

フェルド的要素は権利の分析においてせいぜ

いのところ「補助的」役割を果たすにすぎな

い，と主張するのがレックス・マーティン

（Rex Martin）である５１。マーティンは権利

の重要な特徴として次の４つをあげる５２。①

権利とは，確定的で分配可能な何ものかに関

するものである。②権利は個別化される。③

この個別化の根拠は社会的承認である。④こ

の承認は筋の通った説明によって支持される。

マーティンは，この４つの特徴から実践的

推論を通じて，《権利は他人の行動を規範的

に方向づける》という最も根本的な主張を導

き出す５３。この根本的主張は，権利と義務と

の相関性を主張するテーゼよりは弱いもので

ある。このように一般的に特徴づけられる権

利は，個々の権利によって特定される「行為

のあり方」（ways of acting）の観点から，
（a）自由に対する権利，（b）危害の回避に
対する権利，（c）サービスの提供に対する権
利に区別される５４。そのうえで，マーティン

は，ホーフェルドの分析の意義について次の

ように述べる５５。

要するに，ホーフェルド的要素がここで

果たしている主たる役割は，いずれの権

利の場合においても，〔権利保持者の〕

相手方の行為に与える規範的方向づけを

より明確にする助けとなることである。

ただし，その際の理解の基本線は，私が

すでに展開したたぐいの分析を通じてす

でに確立されている。そうだとしても，

個別の権利をより明確化する際には，ホー

フェルド的要素は有益な働きを示すだろ

う。

Ⅴ 権利と正義

１ トムソンとウェルマンの権利論は，権

利が狭義の道徳のなかでどのように位置づけ

られるかについて実体面から積極的に明らか

にする議論ではなかった。つまり，権利は，
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行動の制約にかかわる道徳的な原理の１つで

あるが，それが人間のどのような行為の側面

や領域にかかわる制約なのかについては明確

に論じられていない。権利の実体的な側面に

ついて，１つの方向性を示すのがタラ・スミ

ス（Tara Smith）の議論５６である。

スミスによれば，道徳的な問題は，大きく

２つに分けることができる５７。１つは，《私は，

あなたの財産を盗むべきか》といった「他者

関係的な」問題であり，もう１つは，《私は，

酒を飲むべきか》といった「自己関係的な」

問題である。周知のように，この区別は，J．
S．ミルが『自由論』において導入した区別
である５８。スミスはさらに，他者関係的な問

題を２つに区別する。「ある人の行為が他人

に影響を与える態様には様々なものがあるが，

その１つが，他人の生活を営む能力を傷つけ

ることにより，その人に影響を与えるような

態様である」５９。このような効果をもつ行為

（たとえば，銃撃，強姦，奴隷的拘束など）

は，自己の人生をコントロールする力を他人

から奪い，彼が望み選択する行為を妨害する

ものである。当然，そのような妨害が正当化

されるかは，重要な道徳的な問題となる。こ

こでは，私たちは，他人の行為の自由を認め

るためにいかなる義務を負うのかが問われる。

そして，この問題を解決するための指針を精

巧に作り上げるために，権利の概念が必要と

なる６０。スミスによれば，権利は，《ある人の

行為を支配する正当な権限をもっているのは

誰か》という問いに答えるための特別な指針

なのである。

２ スミスによれば，権利は，自分が自由

に行為することのできる「領域」（territory）
を画する原理であり６１，その領域のなかで行

為がなされるかぎり，その行為の道徳性は，

権利の観点からは問題とされることはない。

もちろん，その行為は，権利とは異なる道徳

原理によって評価される場合があり，権利の

正当な行使とみなされる行為が，別な道徳原

理によって不正とされる可能性は残っている。

その意味で，いわゆる「不正をなす権利」を

認めることは，スミスの権利論ではパラドク

スではない６２。

また，スミスは，個人が自由に行為するこ

とを許された領域を画定する原理として権利

を定義することから，権利のメタ理論にとっ

て重要な帰結をいくつか導き出す６３。

（１）権利は防御的メカニズムとして機能す

るものであり，攻撃のための道具では

ない。したがって，それ自体対立や敵

意の源泉とはならない。

（２）権利は道徳的要求であり，権利を承認

させることにより，道徳的主体の行為

を規律するためのものである。したがっ

て，他に道徳的主体の存在しない状況

では，権利は無意味である。その意味

で，権利は社会的である。

（３）私たちがある人の権利を承認すること

は，同時に，その権利を尊重すべき義

務を承認することである。この意味で

の権利と義務の相関性は，権利の価値

にとって不可欠である。義務を含意し

ない権利は，「実際の有効性」を欠き，

《道徳は権利の尊重を要請すると》い

う立場を放棄することになる。ただし，

すべての義務が権利を含意するわけで

はない。

３ ヒレル・スタイナー（Hillel Steiner）
は，権利が道徳とは区別される正義の領域に

属する観念であると主張する６４。より具体的

に言えば，「膠着状態」（deadlock）を不偏的
な観点から解決するための「魔法の理由」６５

が正義であり，正義は権利のルールから構成

されると論ずる。

まず，スタイナーは，膠着状態を次のよう

に定義する６６。
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（１）太郎の首尾一貫した道徳コードによれ

ば，a１を行うことは義務的であるが，
次郎のそれによれば，むしろ a２を行う
ことが義務的とされる。

（２）a１と a２は，それぞれの道徳コードにお
ける基本的な道徳的価値である v１と v２
により基礎づけられている。

（３）太郎の優先順位のルールによれば，v１
は v２より重要な価値であるとされる
が，次郎のルールでは，優先順位は逆

になる。

（４）現在の状況では，太郎が a１を行えば，
次郎は a２を行えず，次郎が a２を行えば，
太郎は a１を行うことができなくなる。

スタイナーの例を使えば６７，太郎の道徳的

なコードでは，愛国的な義務が優先され，愛

国的な義務のために約束を守る義務を果たさ

なくても道徳的に許される。しかし，次郎の

道徳的コードでは，約束を守る義務が第１で

あり，愛国的な義務を理由に約束を破ること

は許されない。そこで，太郎と次郎は膠着状

態に陥る。スタイナーは，このような膠着状

態を「不偏的」あるいは「中立的」に決着さ

せるのが正義の役割であると主張する。その

場合，正義のルールは以下のような特徴をも

つとされる。

（５）正義のルールに従って行為することが，

当事者の道徳的コードの優先順位の変

更を求めるものではない。これは「寛

容」の原則と呼ばれる６８。

（６）正義のルールは，それぞれの当事者の

道徳的コードのなかで「基本的ルール」

として扱われるが，それは当事者の他

の「基本的ルール」と矛盾しない６９。

（７）正義のルールを否定する当事者は，道

徳的コードにおいて自己矛盾を犯すこ

とになる。他人の権利の否定を道徳的

ルールとすることは，道徳的コードに

おいて，一方で権利の観念（正義を構

成する基本的ルール）を承認しつつ，

これを否定することになるからである７０。

（８）正義のルールには辞書的な優先性が与

えられる。つまり，正義のルールは，

膠着状態を解消するための「切り札」

として機能する。正義に辞書的な優先

性が与えられるのは，「膠着状態を不

偏的に解決するということから導かれ

る含意がもつ概念的真理」，すなわち

「正義についての概念的真理」である７１。

（９）正義のルールが要請する複数の義務が

相互に衝突することはない。つまり，

権利と権利が衝突することはない。そ

うでなければ，正義の原理は膠着状態

を解決するという役割を果たせないか

らである。要するに，権利は「両立可

能」でなければならない７２。

４ 実体的にいえば，正義とは権利のルー

ルであり，より具体的には，自由に対する権

利を各人に平等に分配するルールである７３。

本稿では詳しく検討できないが，スタイナー

は，スミスと同様に，権利を「自由に対する

請求権」として理解する。そして，権利の本

質についての「選択」説を支持する７４。正義

は，《ここでは誰に自由が保障されるべきか》

という問いに解答を与えることで，膠着状態

を打開するが，その解決は，《どちらの行為

が道徳的にみて望ましいか》ということには

一切かかわらない。その意味で，正義による

解決は不偏的であるとされる７５。

また，スタイナーは，カントに依拠するこ

とにより正義と道徳の違いを説明する。一方

で，ある行為が道徳的であるか否かは，その

行為の意図に左右される７６。他方で，行為が

正義にかなっているか否かは，その行為が他

人の自由を侵害しているか否か，侵害してい

るとすれば，それはどの程度の侵害かによっ

て決まる。この区別によれば，各人に与えら
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れた平等な自由を侵害する行為は，正義に反

する行為ではあるが，だからといって，論理

必然的に道徳的に不正であるわけではない７７。

Ⅶ 権利の政治性

１ 前章で紹介したスタイナーの議論では，

正義は権利のルールからなるが，この権利が

道徳的権利であることはいうまでもない。ス

タイナーは，道徳的権利の理論について，次

のように述べている７８。

道徳的権利の理論は，本来的には，〔法

的権利にかかわる〕法的ルールの基本的

内容がどうあるべきかにかかわる理論で

ある。その説明は，憲法と関連づけられる。

道徳的権利が法的ルールのあり方を評価す

る批判的な枠組だとすれば，法的ルールを決

定する政治に対する批判的な枠組（憲法的な

枠組）でもある。正義が政治の第１の徳であ

る以上，正義を構成する道徳的権利もまた政

治的な性格をもつのは当然である。そして，

これまでの議論から明らかなように，スタイ

ナーの権利論とロールズの正義論との共通性

は明白である。２人の議論を比較すれば，

（１）スタイナーは，人々の道徳的コードが

両立しない膠着状態において正義のルー

ルを要請するとした。ロールズは，そ

れぞれの個人が抱く道徳的コードを

「包括的教説」（comprehensive doc-
trine）と呼ぶ。《人はいかに生きるべ
きか》にかかわる哲学的・宗教的・道

徳的な確信は，人間にとって避けがた

い「判断の制約」のために，それぞれ

が「理に適った」（reasonable）確信
でありえ，それぞれの善さをはかる単

一の尺度は存在しない７９。

（２）スタイナーによれば，正義は，各人の

道徳的コードにおいて辞書的な優先性

をもつ。いわゆる，正の善に対する優

先性である。ロールズは，少なくとも

社会の基本制度にかかわる政治的決定

は，「公共的理由」（public reason）
によって公的に正当化されるべきこと

を主張する。この場面では，包括的教

説に基づく「私的理由」を援用するこ

とはできない。ロールズにとって，公

共的理由を構成するのが「正義の政治

的コンセプション」である。その１つ

が，ロールズが『正義論』において展

開した「公正としての正義」（正義の

２原理）である８０。

（３）スタイナーは，正義の特徴として不偏

性を挙げる。ロールズによれば，政治

的決定を公的に正当化する正義の政治

的コンセプションは，包括的教説から

独立した不偏的なものでなければなら

ない。ロールズは，リベラリズムの基

本原理である寛容の原理を自らにも適

用するのである８１。

（４）スタイナーにとって，正義は権利のルー

ルである。ロールズのいう正義の政治

的コンセプションは，政治的決定を正

当化する公共的理由であり，権利はこ

の公共的理由を構成する不可欠な部分

である。少なくとも，良心の自由や言

論・結社の自由などの基本的自由に対

する権利は，ロールズの言い方では

「憲法の必要事項」の一部である８２。

（５）スタイナーの議論は，あらゆる膠着状

態を一刀両断に解決する「魔法の理由」

として正義を扱う点できわめて強い主

張である。そのため，権利の衝突を原

理的に認めない。しかし，ロールズは，

公共的理由の完全性を認めながら，公

共的理由の観点から政治的決定の評価

が常に一致するとまでは主張しない８３。
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２ スタイナーと同様，ロールズの議論に

大きく影響を受けて，権利の政治性を強調す

るのがアトラクタ・イングラム（Attracta
Ingram）の権利論である８４。イングラムの権

利論は，権利の正当化論としては，契約論的

な権利論の系譜に属する。権利の政治性と道

徳性の関係に限定してイングラムの議論を紹

介すれば，まず，権利の政治性についてイン

グラムは次のように説明する。「権利が政治

的であるということは，権利のコンセプショ

ンが，現代の立憲民主政の市民として想定さ

れる人びとのために発展されてきたことを意

味する。もちろん，市民の権利は道徳的権利

であるが，それは，リベラルな民主思想の伝

統から導かれる能力である点で，政治的であ

る」８５。このように，イングラムは，ロールズ

に従い，立憲民主政の政治文化に埋め込まれ

た市民のコンセプションに権利の道徳的基礎

を求めるのである８６。なお，本稿では取り上

げることはできなかったが，人権を正当化す

るには宗教的基礎が必要不可欠であると主張

する，マイケル・ペリー（Michael J．Perry）
のような議論も有力に主張されている８７。

最後に，権利の政治性についてのイングラ

ムの見解を引用しておくことにする。「権利

は政治的であるという理解を発展させるにあ

たって，次の事実を心に留めておく必要があ

る。権利は，強制力の正当化にかかわる道徳

の領域に属しており，正当化された強制力の

統制は通常国家に独占されている，という事

実である。したがって，道徳的権利について

語ることは，国家権力を規制する枠組みと結

びつく」８８。そして，「政治的権利は，善き統

治の構造を規定する道徳的権利である。これ

は，現実の国家において多少なりとも実現さ

れることが期待される理想なのである」８９。

Ⅷ おわりに――さらなる課題

本稿では，権利が道徳において固有の規範

的な意義を有し，また，権利論が道徳理論に

おいて相対的に自律的な地位にあるとする議

論を紹介・検討してきた。このような権利論

に共通する重要な課題を最後に指摘して，本

稿の結びとする。この課題が問うのは，権利

の領域は，他の道徳の領域から区別される固

有の領域を形作るものか，つまり権利の領域

には，その領域を規律する固有の一般原理が

存在するといえるかという問題である。換言

すれば，権利は，派生的ではなく固有の道徳

的要素といえるかという問題である。

道徳理論における権利の固有性を明確に否

定するのがケイガンである９０。ケイガンは，

行為の道徳的地位を決定する考慮を「規範的

ファクター」と呼び，そのうち他のファクター

には還元することのできない「基本的な」規

範的ファクターが３つあることを指摘する。

①「結果の善さ」，②「制約」，③「選択」と

いう３つのファクターである。制約には，（a）
他人への危害の禁止，（b）嘘の禁止，（c）
約束の不履行の禁止，（d）特別な義務，（e）
制約違反に対する補償の要請などの個別の制

約が含まれるとされる。ケイガンは，このリ

ストになぜ権利が含まれていないのかに答え

て次のように述べる９１。

もちろんその答えは――少なくも部分的

には――，私たちは，権利という言葉を

たとえ使っていなくとも，もうすでに権

利について語っているというものである。

これから見るように，人々が権利の言葉

を使って言いたいと考えるほとんどすべ

てのことは，私たちがすでに確認したさ

まざまなファクターや区別を使って表現

することができる。ほとんどの場合，

〔権利の言葉の〕削除は，リアルではな

く単に見せかけ上のことである。

ケイガンがあえて権利という言葉を避ける

のは，この言葉がきわめて多義的だからであ
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る。第１に，最広義において，道徳的権利を

もつということは，道徳的観点から考慮され

るべき道徳的地位をもつということを意味す

る。この意味での権利の存在は，帰結主義を

含めてすべての規範理論によって承認されて

いる。第２に，帰結主義が否定するのは，い

かに善の促進に資するとしても，人を一定の

仕方で取扱うことを禁止する制約に対応する

権利である。それは「義務論的権利」と呼ば

れる。第３に，ある一定の領域において行為

の選択が許されている場合，権利は選択の存

在を意味し，その領域を画定するために権利

という語が用いられる。

このようなケイガンの考えをラディカルに

推し進めるならば，現在の道徳的ディスコー

スのなかから権利という語を消し去ったとし

ても，他の規範的ファクターがなお無傷のま

ま残されているならば，私たちは，権利とい

う言葉を失ったことによって何らかの道徳的

な損失を被ることはないことになる。権利の

メタ理論は，この問いを真剣に受け止めなけ

ればならない。
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